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Ｑ１．工事設計書の作成において、土木工事設計単価表に掲載がない資材Ａの設計単価を、物価資料に
　　より決定する際、建設物価は「埼玉県」の単価、積算資料は「さいたま市」の単価が掲載されている場
　　合、両誌の平均値を資材Ａの設計単価としてよいでしょうか。

Ａ１．原則、両誌に掲載がある材料は平均値、いずれか一方に掲載されている材料はその単価を採用し
　　ます。今回の質問の場合は、両誌に掲載があるため、平均値を採用します。

（採用例）
A資材 B資材 D資材 G資材 H資材 I資材 J資材 K資材 L資材 M資材 N資材 O資材 P資材

建設物価
適用都市

さいたま さいたま さいたま 埼玉県 埼玉県 東京都 東京都 関東 さいたま 東京都 なし なし なし

積算資料
適用都市

さいたま 埼玉県 関東 東京都 関東 東京都 全国 全国 なし なし 埼玉県 関東 全国

採用 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 平均値 建設物価 建設物価 積算資料 積算資料 積算資料

 
〇土木工事設計単価に関する Q＆A（１） 

 

   

更新前（旧） ➡ 更新後（新）      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 土木工事設計単価に関するQ＆A

Ｑ１．工事設計書の作成において、土木工事設計単価表に掲載がない資材Ａの設計単価を、物価資料に
　　より決定する際、建設物価は「埼玉県」の単価、積算資料は「さいたま市」の単価が掲載されている場
　　合、両誌の平均値を資材Ａの設計単価としてよいでしょうか。

Ａ１．単価の適用都市順位に従って、両誌の適用都市が同一でない場合は、上位の適用都市である一誌
　　の単価のみを採用し、適用都市が同一の場合は、両誌の平均値を使用します。今回の質問の場合
　　は、積算資料の「さいたま市」単価のみを採用します。

※赤字更新箇所


